
別紙 
 北海道庁本庁舎等貯水槽清掃等に係る産業廃棄物収集運搬及び処分業務処理要領

 

（法の遵守） 

第１　委託者及び受託者は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他

　　関係法令を遵守するものとする。 

（受託者の事業範囲及び許可証の添付） 

第２　この契約の締結にあたり、受託者の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを本書に添

　　付する。なお、許可事項に変更があったときは、受託者は、速やかにその旨を委託者に通知す

　　るとともに、変更後の許可証の写しを委託者に提出するものとする。 

（廃棄物の種類及び数量） 

第３　委託者が、受託者に収集運搬及び処分を委託する廃棄物の種類及び予定数量は、別表のとお

　　りとする。 

（委託内容） 

第４　受託者は、委託者が別途発注している「北海道庁本庁舎等貯水槽清掃及び排水設備清掃業務

　　（以下「排水設備清掃業務」という。）によって生じた前項の廃棄物を、別表に示す許可され

　　た施設まで適正に運搬し、適正に処分するものとする。 

 (1)　受託者は、排水管及びグリーストラップ清掃によりグリーストラップ内に堆積した廃棄物を

　　バキュームカーで吸引収集する。 

 (2)　受託者は、前号(1)の業務にあわせて実施される雑排水槽内の清掃により生じた廃棄物をバ

　　キュームカーで吸引収集する。 

 (3)　受託者は、廃棄物をその積み込み作業の開始から運搬の最終目的地の所在地における荷下ろ

　　し作業及びその処分までを、法令に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した

　　事故については、その原因が委託者の責に帰すべき場合を除き、受託者が責任を負うものとする。 

 (4)　受託者は、やむを得ない事由があるときは、委託者の了解を得て一時業務を停止することが 

　　できる。この場合、受託者は、委託者にその事由を説明し、かつ委託者における影響が最小限 

　　となるよう努力しなければならない。 

 （事故防止等）

第５　業務実施日は、各期間につき複数日となることから、受託者は、排水設備清掃業務受託者と日

　　時や業務の工程等の連絡を密にし、両業務が効率よく安全に実施できるよう努めること。 

　２　バキュームカーによる作業については、歩行者等に十分注意を払い作業するとともに、構内 

　　を移動等する場合は、必ず他の業務従事者が誘導するなどして事故防止に万全を期すこと。 

　３　収集運搬に使用するバキュームカーについては、業務場所の天井の高さに制限があることか

　　ら、車高は2.5m以下とする。 

（適正処理に必要な情報の提供） 

第６　委託者は、廃棄物の適正処理のために必要な情報として、次の情報を別表に記載すること等 

　　によりあらかじめ受託者に提供するほか、適宜又は受託者の要求に応じ、処分を委託する廃棄

　　物の適正処理に必要な情報を受託者に提供する。 

 (1)　廃棄物の発生工程 

 (2)　廃棄物の性状及び荷姿 

 (3)　通常の保管状況下での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

 (4)　他の廃棄物との混合等により生じる支障 

 (5)　その他の注意事項 

　　ア　性状、主成分、混合成分 

　　イ　特性 

　　　①　有害物質、危険物、毒物・劇物、悪臭物、特定化学物質等の区分 

　　　②　引火性、自己反応性、混合反応性、禁水性、発火性、爆発性、ガス発生・有害ガス発生、

　　　　可燃性、材料腐食性、有害性、腐食・刺激性、悪臭等 



（義務と責任） 

第７　委託者は、委託する廃棄物の収集運搬及び処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入 

　　しないよう注意する。万一、混入したことにより、又は混入した旨を受託者に通知せずに受託 

　　者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのある場合には、受託者は、委託物の引き取 

　　りを拒否することができる。この場合において、委託者は、処理料金の支払い義務を免がれず、 

　　他に損害が生じたときには、その賠償の責にも任ずるものとする。 

２　委託者は、委託する廃棄物の産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）の記載事項

　は、正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受託者は、委託物の引 

　き取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を委託者に求め、修正内容を確認の上、委託物を 

　引き取ることとする。 

３　受託者は、委託者から委託された廃棄物を、委託者の事業場におけるその積み込み作業の開始 

　から、受託者の事業場における荷下ろし、受託者の事業場での処分の完了まで、法令に基づき適 

　正に処理する責任を負う。この間に発生した事故については、その原因が委託者の責に帰すべき 

　場合を除き、受託者が責任を負う。 

４　受託者は、やむを得ない事由があるときは、委託者の了解を得て、一時業務を停止することが 

　できる。この場合には、受託者は、委託者にその事由を説明し、かつ委託者における影響が最小

　限となるよう努力する。 

（マニフェスト） 

第８　委託者は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し、Ａ（排出事業者保管） 

　　票を除いて受託者に交付する。 

２　受託者は、廃棄物を受託者の事業場に搬入の都度、マニフェストＢ１（収集運搬業者保管）票

　及びＢ２（運搬終了）票に必要事項を記載し、Ｂ２（運搬終了）票を運搬終了日から10日以内に 

　委託者に送付するとともにＢ１（収集運搬業者保管）票を保管する。また、処分が完了したとき 

　は、受託者はＣ１（処分業者保管）票及びＤ（処分終了）票に必要事項を記載した後、Ｄ（処分 

　終了）票を処分終了日から10日以内に委託者に送付し、Ｃ１（処分業者保管）票を５年間保管する。 

３　受託者は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送 

　付を受けたときは、委託者から交付されたマニフェストＥ（最終処分終了）票に最終処分の場所 

　の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係る全ての中 

　間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、10日以内にＥ（最終処分 

　終了）票を委託者に送付する。 

４　委託者は、受託者から送付されたマニフェストＢ２（運搬終了）票、Ｄ（処分終了）票及びＥ 

　（最終処分終了）票を、Ａ（排出事業者保管）票とともに５年間保存する。 

（最終処分の確認） 

第９　委託者及び受託者は、当該廃棄物に係る最終処分の場所の所在地（住所、地名、施設の名称 

　　等）、最終処分の方法及び施設の能力を、別表の最終処分欄に記載する。 

２　受託者は、委託者に対して中間処理後の最終の場所等について必要な情報を提供しなければな

　らない。委託者は受託者と最終処分業者等との間で交わしている委託契約書、マニフェスト（又 

　は受領書等）及び許可証の写し等により、最終処分等の所在地、名称、方法及び処理能力の確認 

　を行うこととする。なお、最終処分の場所等に変更が生じた際は、受託者は遅滞なく委託者に通 

　知し、必要な情報を本書に添付をしなければならない。 

（保管） 

第10　受託者は、委託者から委託された廃棄物の保管を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関す

　　る法律その他関係法令に基づき、かつ、契約書頭書２に定める契約期間内に確実に処分できる

　　範囲で行う。 

（委託業務終了報告） 

第11　受託者は、委託者から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、委託

　　者に提出する。ただし、業務終了報告書は、マニフェストＤ（処分終了）票で代えることができる。 



別表

産業廃棄 契約単価 予定数量 中間処分場 最終処分場（受託者が中間処理業者の場合） 必要な 

物の種類 処分場の名称・所在地 施設の処理能力 処分方法 処分場の名称・所在地 施設の処理能力 処分方法 情報

   （処分場の名称） ㎥/日 （処分場の名称） ㎥/日 

 収集運搬費    

汚泥（有機性） 円/回 ６ 回  （所在地） （所在地） 

 処分費 　　　 　

 円/㎥ 　　5.3 ㎥ 

   

   

  

 

 

   

契約期間中の 円 　 

合計予定金額 （消費税等込み）  

必要な情報 

①　その産業廃棄物の性状及び荷姿に関すること 

②　通常の保管状況の下での腐敗，揮発等性状の変化に関すること 

③　他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関すること 

④　その他取扱う際に注意すべきこと
 


